
参考資料 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）について 

 

1. 設置の目的 

 地域でどのような子どもたちを育てるのか、何を実現していくのかという目標やビ

ジョンを地域住民等と共有し、地域と一体となって子どもたちを育む、地域とともにあ

る学校づくりをしていくため、地域や学校の実情に応じて学校の運営に関して協議す

る場が学校運営協議会です。 

 

2. コミュニティ・スクール導入のメリット 

 地域の資源や人材を活かした魅力ある高校づくり 

保護者、地域住民等の学校運営への参画や地域との連携・協働を促進することで、

学校運営の改善につながり、学校の魅力づくりにつなげることができます。 

 地域を担う人材の育成 

地域の課題解決など地域活性化への取組や、地域ならではの資源や人材を活用す

ることにより、 地域を愛する心を育み、生徒、児童の 主体性・協働性などの力を

伸ばすことができます。 

 

3. 学校運営協議会での協議の内容 

 育みたい地域の担い手の姿や目指す学校の姿等に関する学校運営のビジョン（学

校運営の基本方針）を共有し、校長は協議会の委員の意向や意見をこの基本方針に

反映させます。 

 学校の運営全般について、県教育委員会又は校長に対して主体的に意見を申し出

ることができます。 

 学校の課題解決や教育活動の充実のために校内体制の整備充実を図る観点から、

教職員の任用に関する事項について、直接、任命権者に対して意見を述べることが

できます。ただし、特定の個人の採用に関するものは対象から除外されます。 

 

4. 協議会の委員（一例です） 

 保護者 

 地域の住民 

 同窓生 

 地域の民間企業の関係者 

 有識者 

 連携する地方自治体の職員 
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